
「小児の精神と神経」誌における人工知能（AI）技術使用に関する規定 

 

＊近年人工知能技術（AI 技術）の発展はめざましく、各種研究や論文作成においても
AI 技術を使用することがあります。しかし、AI 技術は研究や論文の正確性、完全性、独創
性、透明性、再現性等に責任を持たず、個人情報や機密情報の保護および著作権や出版契
約等の法的責任の主体とはならないものでもあります。そのため、研究や論文作成等にお
いて AI 技術を使用する者は、その結果の全てにおいて責任を負い、生成されたものの事
実確認、各種法律やルールおよび倫理規定が遵守されているかどうかの確認を行い、使用
した研究や論文においては、使用した内容を開示する必要があります。 

「小児の精神と神経」誌における人工知能（AI）技術使用に関する規定を定めますので、
本誌に論文を投稿する者はこの規定を遵守してください。なお、この規定は今後も必要に
応じて改訂を行っていくことがありますので最新情報にご注意ください。 

 

1. AI 技術とは 

・この規定における AI 技術とは、以下に記す生成 AI、分析 AI、その他がある。 

生成 AI：大規模言語モデル・画像生成モデル・音声生成モデル・3D モデル生成モデル等を基

盤とする人工知能およびそれに類する技術で、文章、画像、音楽や音声、動画、プログラムコ

ード、グラフや表、模式図やフローチャート等を生成するもの。 

分析 AI：機械学習やディープラーニング、自然言語処理等を基盤とする人工知能およびそれに

類する技術で、データや情報を統計処理や解析することにより、物事のパターンや傾向あるい

は規則性を見出すなどして研究の結論を導き出したり将来を予測したりするもの 

その他：対話インターフェイスや検索機能を主としたものなど 

 

2. AI 技術の使用についての原則 

・研究主体は研究者自身である。研究者は研究の再現性および検証可能性が担保されるよ
うに努め、使用したアルゴリズム、プロンプト、パラメータ等をできるだけ記載する。 

・研究立案の AI 使用は、方法等必要事項を記載すれば認める場合がある。 



・研究過程（例：データの収集・分析・統計処理・解釈等）の AI 使用は、統計解析のコ
ード生成やエラー修正の補助、データクリーニング（データ整理）の補助等に留め、必ず
研究者が AI 技術によって生成された内容の正確性、妥当性、情報の取り扱い等倫理や法
律上の問題がないかどうかを確かめることとし、それを論文中に明記する。 

・図表作成に AI を使用する場合は、方法等必要事項を記載した上で、その著作権（第三
者が作成した素材や図の二次利用を含む）や科学的正確性に問題ない場合に限り認める。 

・図表とは別に、AI 技術により生成された写真風画像やイラストおよび既存画像の変換生
成物の使用は認めない。 

・文章の明瞭性・可読性・言語表現の改善のために AI を使用することを認める。 

・査読における AI 技術の使用は、未公開情報の機密性保持および著作権保護等の観点

から、認めない。 

 

3. 開示するべき AI 技術の使用の範囲 

・論文内容の創出（研究デザインの立案の補助、英文抄録を含む文章の執筆、統計解析の
コード生成、図表や模式図等の作成） 

・文法やスペルチェックのみの使用および論文作成に関連した準備作業（データ整理やエ
ラー修正、参考資料作成等）のみの使用の場合は、開示は必須ではない。 

 

4. 使用した AI 技術の開示方法 

1）著者が論文執筆において AI 技術を使用した場合、以下の情報をカバーレターに明記する。 
・使用した AI ĭールのĮį、İーıĲン、ĳĴĵ 
・Ķ体的な使用方法および使用ķĸ（さらに、Ĺ稿内のĺ当ķĸにおいても使用内容（使
用したアルゴリズム、プロンプト、パラメータ等）の開示を行う） 

2）原稿内での使用内容の開示方法 
・文章の作成に使用した場合は、「Ļ記」にてĶ体的な使用ķĸおよび内容、AI 技術を使
用したļの留意点や責任のĸĽ（AI 技術が関ľした内容の全てに著者が責任を負うこと）
を明記すること。 



Ŀ例：Ļ記に記載する場合ŀ 
 本稿のŁŁ（AI 技術を使用したķĸを示す情報、例łばŃ考ńのŅņŇ、ŃňŉのŊ成Ňなど）は、ŋAI Į

į・İーıĲン・ĳĴĵŌ のōŎをŏけて作成された。著者は、AI 技術が関ľした全ての内容にŐいて

精査を行い、科学的妥当性および独自性を確認したうłでő用または修正しており、最Œ的な内容に関す

る全責任を負う。 

・研究デザインの立案の補助あるいは図表等の作成および統計解析のコード生成に使用し
た場合は、「方法」にて使用方法のœŔと責任のĸĽ（AI 技術が関ľした内容の全てに著
者が責任を負うこと）を明記すること。 
 

5．著者資格について 

 AI 技術は著者として記載しない。また、AI を著者としてŕ用しない。 

 

6．責任の所在について 

 著者は、AI 技術が生成した文章や図表等にŖŗがないことを担保し、論文に記載するļ
にはŕ用資料のĹŘを確認する責任を持Őものとする。AI 技術はř情報（ŚルśŜーśĲ
ン）を生成する可能性があるため、著者は内容の正確性を独立して検証しなければならな
い。その他、AI 技術を使用した論文の内容に関しては著者が全責任を負う。  

 

7． AI 技術の使用許諾の判断 

AI 技術の使用がŝŞであるか、ş容されるかにŐいての最ŒŠšは、Ţ本小児精神神経
学ţŤ集ťŦţでŧ定する。 
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